
【大久保潔重議員】 皆様、こんにちは。 

 自由民主党・県民会議の大久保潔重でご

ざいます。早いもので、県議会復帰後 3 年

7 カ月が過ぎまして、今期最後の一般質問

になろうかと思います。ご配慮いただきま

した会派の先輩並びに同僚議員の皆様、あ

りがとうございます。また、本日、議会傍

聴席にお越しの皆様、日々の活動を支えて

くださる県民の皆様に改めて感謝しなが

ら、この壇上に立たせていただきます。日

本の最西端に位置し、離島・半島や中山間

地を多く抱える我が長崎県の地理的、地形

的なハンディキャップを乗り越え、長崎か

ら地方創生を成し遂げるべく、力を尽くし

てまいる所存でございます。 

 1、人口減少対策について。 

 (1) 人口ビジョンと県内経済の動向につ

いて。 

 ①根拠、妥当性。 

 ご承知のように、本県における最大の課

題は人口減少対策でありますが、「長崎県

長期人口ビジョン」によりますと、2060

年に 100 万人規模の人口を確保する目標が

掲げてありますが、そもそも現在より大幅

な人口減が前提であります。そこで、この

予測と目標についての設定根拠は何か、ま

た、このことが長崎県を長期視野で見通し

た時、地域経済にどのような影響を与える

のか、お示しいただきたいと思います。以

降は、一問一答方式により、対面演壇席か

ら質問をさせていただきます。 

【中村法道知事】大久保議員のご質問にお

答えをいたします。県の長期人口ビジョン

の設定に当たっての考え方、地域経済への

影響等についてのお尋ねでございます。人

口ビジョンにつきましては、国においても

策定をされており、その中で、合計特殊出

生率を 2030 年に希望出生率の 1.8、2040

年には人口維持に必要な 2.07 まで回復さ

せることにより、2060 年に 1 億人程度の

人口を確保することを目指すことが示され

ているところであります。本県におきまし

ては、こうした国のビジョンや合計特殊出

生率が全国と比べ高水準で推移しつつある

ことなど、県内の実情を踏まえるととも

に、外部有識者の意見も参考にしながら、

2030 年に人口維持に必要な水準を上回る

県民の希望出生率 2.08 の実現を目指して

まいりますとともに、若者を中心とした社

会減の抑制に全力を注ぎ、2040 年に社会

移動の均衡を達成することで、2060 年の

100 万人程度の人口を確保することを目標

としているところであります。しかしなが

ら、こうした人口ビジョンに掲げる目標を

達成した場合においても、一定の人口減少

の進行は避けられないことから、域内消費

の縮小や労働力不足により、各産業分野に

おける生産活動の縮小が懸念され、ひいて

は地域経済に大きな影響を及ぼすおそれが

あるものと考えております。このため、人

口が減少する中において、県内経済の活力

を維持できるよう、産業の活性化を担う多

様な人材の育成・確保に努めてまいります

とともに、製造業におけるロボット、Ｉｏ

Ｔ等の成長産業の創出・育成、スマート農

林水産業の推進、観光関連産業の高度化な

ど、付加価値の高い産業構造の構築や生産

性向上に重点を置いた各種施策を人口減少

対策と連動させながら力強く推進してまい

りたいと考えているところであります。以

後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 



【大久保潔重議員】 今、知事からご説明

をいただきました。長崎県の合計特殊出生

率、現在 1.7 ということであります。これ

は東京に比べますと高い数値でありますけ

れども、それをさらに 2030 年には 2.08 に

するという、これもかなり高い目標ではな

いかと思います。これはあくまでも自然減

対策でありますが、社会減についても、も

う今現在、長崎県は転入される方よりも転

出される方が多いという社会減の状況の中

にあって、2040 年には社会移動の均衡を

達成するという、これまた非常に高い目標

を掲げてあるのかなという気がします。こ

れだけ達成をしても、やっぱり人口は減っ

ていくという状況であります。そういう意

味では、県政の大きな課題でありますの

で、長崎県政のありとあらゆる政策を自然

減あるいは社会減対策に導入をして、一定

人口減少に歯止めをかけなければいけない

のかなと、このように思っています。一つ

申し上げるならば、我が長崎県は、実は、

もう人口のピークは昭和 35 年、私が生ま

れる前です。県内で 176 万人の人口だった

と思いますが、それをピークに、ずっと人

口は減少しているんです。オールジャパン

で言いますと平成 22 年がピークでござい

ますので、随分早くから人口減少になって

いるという状況であります。そこで、一つ

の考え方として、人口減少は、ある程度、

認めざるを得ないけれども、むしろ、長崎

県は他の地方自治体とは違って、人口を増

やしましょうという、びっくりするような

姿勢というか、強気の心意気といいます

か、逆に、それぐらい持ってやることによ

って、何とかかんとか人口減少に歯止めが

きくのじゃないかなと、そういうふうに私

は思っておりますので、県庁全体の姿勢と

して、人口を増やすぞという、こういう心

意気を県民の皆さんにでもＰＲをしていた

だきたいというふうに思っております。そ

れから、人口が減ることによって地域経済

に与える現象ということでありますが、一

般的に考えますと、人口が減ると、当然、

消費が落ちます。消費が縮小すると、当

然、生産が縮小するから雇用の場がなくな

る。また、人口が減ると労働力が不足をし

ます。そして、サービスが低下すると、当

然、それに伴って人口流出が増えてくると

いうことで、まさにこれは負のスパイラル

が我が長崎県内にも起きるということを意

味しておりまして、だから、何とか今の時

点で、負のスパイラルに落ち込まないよう

な手だてをやっていかなければいけないの

ではないかというふうに思っております。

そこで、県内の経済を議論するうえで、一

つの指標であります県内総生産（ＧＤＰ）

が、例えば、現在と過去、少なくともこの

10 年間、どのような変化をしたのかとい

うことで、県内の経済の動向を探りたいと

思いますので、ご説明いただきたいと思い

ます。 

【柿本敏晶企画振興部長】 県内総生産に

ついてのお尋ねでございます。過去 10 年

で比較をしてみますと、平成 18 年度は約

4 兆 3,500 億円で、その後、景気の動向に

より、一時、県内総生産が減少したことも

ありましたけれども、直近でデータがござ

います平成 27 年度は約 4 兆 3,800 億円と

なっておりまして、10 年間で 0.8％の増と

いう状況になっております。 

【大久保潔重議員】 県内の人口と県内名

目ＧＤＰのご説明をいただきました。これ



は平成 18 年度と平成 27 年度の比較ですけ

れども、人口は、この 10 年間で我が長崎

県は 9 万 3,000 人減っています。ところ

が、今の部長の説明でありましたように、

県内ＧＤＰはこの 10 年間で、途中、景気

の動向ででこぼこはありますけれども、ほ

ぼ約 4 兆 3,000 億円ということで並んでい

るんですね。これは私は非常に評価をすべ

きことだと思うし、まさに県庁の皆さん、

あるいは議会の皆さん、県民の皆さんが総

出で取り組んだ結果だろうと思います。こ

のことはどういうことかといいますと、人

口は減っているけれども、県内のＧＤＰは

横ばいということは、県民の皆さん一人当

たりのＧＤＰが上がったということを意味

するわけでありまして、ここらあたりがこ

れから非常に大事なことになるのではない

かと思います。人口が減って経済のパイが

縮小されて、それが地域社会の衰退に結び

つけば、だめなわけですからね。そうは言

っても人口は減るので、じゃ、どうやって

経済を維持するかとなると、県民の皆さん

一人当たりのＧＤＰを上げていくか、ある

いは全く違う議論で、幸福指標を導入し

て、幸せ度数を高めていくとか、そういう

議論もまた今後は必要になってくるのかな

と思います。今回は幸福指標に関してはや

りませんけれども、県民の皆さん一人当た

りのＧＤＰを上げていく、こういう努力で

すね。それから、ＧＤＰというのは労働力

と労働生産性、先ほど知事からも、生産性

を上げていくんだということがありまし

た。これも非常に大事だと思います。生産

性が上がることによって県民の皆さんの時

間的なゆとりができて、そのことが即、特

に、若い人たちの心のゆとりができて、そ

のことが所得の増加につながって、そして

知事が所信表明で言われたような、いわゆ

る結婚・出産・子育てという流れに、その

軌道に乗っていけるように、今まさにその

地盤をつくる大事な時期ではないかと、こ

のように思っているわけであります。 

 (2) 労働力不足をどう補うか。 

 ①若者。 

 今現在、どういうことが県内で起きてい

るかということでありますが、私も県民の

皆さんから、いろいろなお声を聞くわけで

ありますが、あらゆる分野での労働力不足

を耳にするわけであります。今後、少子・

高齢化、あるいは人口減少が進めば、この

状況は、より加速するのではないかと、こ

う思うわけです。本県経済や地域社会を維

持するためには、この労働力不足をどう補

うかというのが、また大きな課題でありま

す。国においても、ずばり、若者対策、女

性や高齢者の対策、それから外国人、さら

にはＩｏＴ、ＩＣＴ、ＡＩなどの生産性を

上げていく。さまざまな論展があろうかと

思いますが、ここでは生産年齢ど真ん中、

まさに若者対策における県の取組、今日は

朝一番に、我が会派の中島廣義議員が質問

されましたので重複は避けますけれども、

特に、生産年齢ど真ん中の若者に対して、

どう可処分所得を増やしていくのか、ある

いは働き方を、環境をよくしていくのか、

その点について、県の取組をご説明いただ

きたいと思います。 

【下田芳之産業労働部政策監】 若者の県

内定着に向けて、都市部と比較しての暮ら

しやすさのアピールの観点からご説明をさ

せていただきますと、本県と東京都の世帯

あたりで見ました 1 カ月の収支の平均を比



較しますと、収入では約 10 万円東京の方

が多いということで差が生じますけれど

も、生活コストで見ますと、長崎県の方が

東京よりも安価でありますことから、収入

から支出を引いたトータルの収支バランス

では、東京都との差が約 1 万 4,000 円とい

うことで、大きな差がなくなり、生涯収支

を見ましても、ほとんど差がないというよ

うなことになります。こういった情報を

「なっとく！ながさき」というパンフレッ

トにとりまとめまして、学生とか、その保

護者に配布するなど、長崎での暮らしやす

さについて、あらゆる機会を通じて紹介し

てきたところでございます。また、学生が

企業を選択する場合には、給与、休日など

の処遇や福利厚生、キャリアアップの道筋

を示すキャリアパスの整備状況等を重視し

ていることから、勤務条件の改善や人材育

成等、入社後に個人の成長を促す社内制度

の充実を図る企業を支援することなどによ

り、企業自身の磨き上げを促すとともに、

働きやすい職場づくりに積極的に取り組む

「Ｎぴか認証企業」も増やしてまいること

にしております。今後とも、若者の県内定

着促進に向けまして、若者の求めるものを

十分に把握しながら、効果的な取組を進め

てまいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 非常にいいデータを

お示しいただいたと思います。我が長崎県

と都市部において生涯収支を比較すると、

とんとんになるのではないかという、この

ＰＲは、ぜひしていただきたいと思いま

す。所得では都市部に勝てなくても、いわ

ゆる家計の中で、いろんな経費を差し引い

て、自由にできるといいますか、可処分所

得を考えた時に、これは長崎県として、生

活コストが都市部に比べて安いということ

は大きな強みでありますし、さらには若い

人たちのいろんな意味での活動を支援す

る、そういう政策を県として重点的に取り

組んでいただきたいというふうに思いま

す。この可処分所得で変わらないという、

こういうＰＲをぜひ広めていただきたいと

思います。 

 ②外国人。 

 労働力をどう補うかの一つの大きな要素

でありますけれども、今日午前中も質問が

出ましたけれども、今ちょうど、まさに国

会で、外国人就労について、在留資格を新

設するという、衆議院を通過して、今、参

議院に議論の場が移っておりますが、入管

難民法の改正案ということで審議がなされ

ておりますが、外国人に対する県の考え、

そして今、審議中の入管難民法、これはど

ういったものなのかについて、ご説明いた

だきたいと思います。 

【下田芳之産業労働部政策監】 現在、国

会で審議されております改正案の主な内容

といたしましては、人材が不足し、その確

保が必要な産業分野において、相当程度の

知識や経験または熟練した技能を必要とす

る業務に従事する外国人の在留資格を創設

するとともに、外国人に対する支援や受け

入れに関する各種規定を整備するものでご

ざいます。あわせて在留管理及び新たな外

国人材の受け入れや環境整備の業務を担う

組織として、法務省の外局としまして、出

入国在留管理庁を新設するものとなってい

るようでございます。現在、この新しい在

留資格については、国会で法案審議中でご

ざいまして、今後のスケジュール等、まだ

明確にはなっておりませんけれども、法案



が成立した後に、受け入れ対象となる産業

分野が省令で指定されると聞いております

ので、その分野に該当する各産業界と意見

交換しながら、適切に対応してまいりたい

と考えております。 

【大久保潔重議員】 今、ご説明いただき

ました。法案は、恐らく、この臨時国会で

成立をするでしょう。細々したことは、運

用については、今後、省令で定めて、そし

て新年度、来年の 4 月 1 日から開始という

ことであります。国においても、どれぐら

いの労働力が不足をして、各それぞれの分

野で、どれぐらい外国人を見込んでいるの

かという数字も、まだ出たばかりですか

ら、もちろん、これを県に置き換えた時の

数字というのはないものかと思いますけれ

ども、どれぐらい、どの分野に足らなく

て、どれぐらいの外国人を必要としている

のか、そういったものをぜひ次の議会ぐら

いにはご提示していただきたいというふう

思います。それで、外国人の就労について

ですけれども、今までも、留学生のアルバ

イトとか、あるいは技能実習生という制度

があったんです。今回の入管難民法の改正

というのは、これまでの留学生あるいは技

能実習生とどう制度が違うのか、そこまで

ご説明いただきたいと思います。 

【下田芳之産業労働部政策監】今もござい

ます「外国人技能実習制度」が、開発途上

国等の人材を受け入れまして、技能移転を

通じた国際貢献を目的としたものであるの

に対しまして、今、審議されております新

たな在留資格については、深刻な人手不足

に対応するための制度であり、対象となる

のは人手不足の産業分野に限られ、対象と

なる人材も、その分野において相当程度の

知識または経験を有し、即戦力となり得る

外国人ということにされております。それ

から、受け入れの際の仕組みといたしまし

て、技能実習制度では、送り出し機関や監

理団体が関与することになっておりますけ

れども、新たな在留資格におきましては、

そのような機関を通さずに受け入れること

ができることとされておりまして、受け入

れ機関、または国に登録した支援機関が受

け入れをした外国人の生活上の支援を行う

ということになっております。 

【大久保潔重議員】 よくわかりました。

今までの技能実習生というのは、送り出し

機関があって、県内でも受け入れる時に、

例えば、協同組合などの監理団体が受け入

れて監理をしていたわけですね。ところ

が、今度の新しい入管難民法の新しい在留

制度というのは、これは技能実習生じゃな

いわけですよね。ある意味のワーカーです

から。恐らく、受け入れる雇用主との雇用

契約になろうかと思うんですけれども、そ

ういった時に、例えば、大手企業なら、そ

の対応はできると思います。しかし、我が

長崎県の企業はほとんど中小企業ですか

ら、例えば、もし監理団体が監理できない

となった時、それぞれの中小企業が受け入

れて、外国人のワーカーの皆さんたちをフ

ルに監理ができるのかという一つの不安が

あるわけであります。それから、もう一つ

は、賃金、これも労働者となれば、日本人

の労働者と同じですよね。同一労働、同一

賃金となれば、より給与水準の高いところ

に外国人も流れていく。そうすれば、一番

労働力不足が深刻な地方には外国人は来ず

に、全部都市部に行ってしまうかもしれな

いと、こういう不安もあるわけでありまし



て、そこらあたりを、もうすぐ新年度には

スタートするわけですから、よくよく情報

収集をしていただいて、県内のいわゆる就

労にしっかり取組をしていただきたいとい

うふうに思っております。それから、労働

力不足対策ということで、高齢者について

は、後ほど、健康長寿の項目でさせていた

だきたいと思います。それから、ＩｏＴ、

ＩＣＴ、ＡＩなどのいわゆる産業構造改

革、これも後々、産業振興の項目でやらせ

ていただきたいと思います。 

 2、交流人口拡大について。 

 (1) 国際戦略（特にアセアン）とインバ

ウンド。 

 ①ベトナムの中部・南部との人的交流に

ついて。 

 先ほどの外国人の話でありましたけれど

も、我が長崎県においても、これまでの伝

統的な日中友好あるいは日韓友好に加え

て、特筆すべきは、やっぱりベトナムとの

交流かなというふうに思っております。 

昨年、ベトナム中部のクァンナム省と長崎

県で友好交流関係に対する同意書が締結を

されました。そして、それを受けて本年６

月には、クァンナム省の人民評議会、いわ

ゆる向こうの議会の副議長はじめ、ご一行

が来県をされて、この議場の新築祝いにレ

リーフを贈呈されたという経緯がありま

す。傍聴席の皆さん、この議会棟の 1 階に

そのレリーフが展示してありますので、ど

うぞ帰りにご覧になっていただきたいと思

います。そして、本年 8 月には、溝口議長

を団長とする訪問団がクァンナム省を訪れ

て、正式に議会同士で交流をやっていこう

ということで締結をいたしました。その

際、私も同行させていただきました。この

相互交流の発展の先に、留学生、技能実習

生の受け入れ拡大につなげてほしいと、そ

ういう思いがあるわけでありますけれど

も、ベトナム中部のクァンナム省はじめ中

部の都市、その後の取組について、どうな

っているのか、お示しいただきたいと思い

ます。 

【田代秀則文化観光国際部政策監】 ベト

ナム中部との人的交流でございますけれど

も、留学生の受け入れ拡大に向けまして

は、中部の中核都市でございますダナン市

で開催される「越日文化交流フェスティバ

ル」において、五島市、県立大学と連携を

いたしました留学等のＰＲブースの出展、

またダナン市との共催による「日本語スピ

ーチコンテスト」の開催のほか、今年度

は、留学生支援センターや県内大学と連携

をいたしまして「留学説明会」を開催し、

ダナン市や周辺地域の学生、教員等に対し

まして、留学生支援内容の紹介や個別相談

を行ったところでございます。また、技能

実習生の受け入れ促進に関しましては、友

好交流関係にあるクァンナム省との間で、

有能な技能実習生の送り出し体制及び安

全・安心な受け入れ環境整備をし、安定的

な確保を図るとともに、県内受け入れ企業

の将来的な海外展開を促進するため、協議

を行っているところでございます。今後と

も、留学生や技能実習生の受け入れなど、

人的交流の拡大に向けまして、友好交流関

係を活かしながら、関係機関と連携をして

取り組んでまいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 ベトナムも広い国で

ありまして、北部や南部のホーチミンとか

ハノイというのは、恐らく、我が国におい

ても他の自治体がどんどんやっているでし



ょうけれども、この中部のクァンナム省と

かダナンというのは余りないので、これは

長崎県の特筆すべき交流になるのではない

かなというふうに思っています。まだ交流

がスタートしたばかりですから、先ほど答

弁にありましたように、お互い人と人、物

と物の交流が進んでいった先に、特に、人

と人の交流においては、送り出しも受け入

れも、それぞれの地方政府がバックボーン

になって、安全・安心に交流ができるよう

な体制を整備していただきたいと思いま

す。ベトナムの最南部、ホーチミンよりも

南部にカマウ省というところがありますけ

れども、そこも恐らく、日本において、ほ

かの自治体がほとんど行っていないのでは

ないかな。実は、そのカマウ省と長崎県の

商工会連合会は非常にご縁があって、交流

を今まさにスタートしようというようなと

ころでありますので、これは民間の動きで

すけれども、こういったところも、ぜひ県

行政として、しっかり支援をして、この中

部と南部というのは非常に特徴的な長崎県

の交流になると思いますので、頑張ってい

ただきたいと思います。 

 ②ラオス国営航空。 

 海外との交流、インバウンドを促進する

ためには、成長著しい国々との国際定期航

空路線の開設が極めて重要であります。来

年 1 月には香港の路線が開設ということ

で、我が長崎県においても、中国、韓国に

次いで国際路線が何と 30 年ぶりというこ

とで、大変喜んでいるところであります。

実は、ベトナムの隣にラオスという国があ

りまして、私も個人的に過去に医療支援を

したことがきっかけで、今も交流が続いて

いるんですけれども、そのラオスという国

に行くのに大変厄介なんです。というの

は、そもそも日本からの直行便がないとい

うことであります。本年 3 月も質問しまし

たけれども、実は、ほんの 1 年半前に、そ

のラオス国営航空の関係者から、成田から

ラオスの首都ビエンチャンに向かう飛行機

を給油目的で長崎空港に止めて、人も乗せ

るんだと、そういうふうな話がひょこっと

出て、これまた我々の仲間内では盛り上が

ったわけであります。それが今現在どうい

う状況になっているのか、お聞きしたいと

思います。 

【田代秀則文化観光国際部政策監】 ラオ

ス国営航空につきましては、ただいまのと

おり、昨年 1 月、ビエンチャン～成田線の

就航計画表明以降、同社に対しまして、長

崎空港経由について要望を行うとともに、

情報収集に努めてまいったところでござい

ます。このような中、本年 9 月に新社長が

就任をいたしまして、11 月の現地インタ

ビューにおいて、日本への就航の際は福岡

の可能性が高い旨の発言があったため、同

社に対しまして県の方から確認をいたしま

したところ、現在、ビエンチャン～福岡線

を調査中とのことでございました。今後と

も、引き続き情報の収集に努めてまいりた

いと考えております。 

【大久保潔重議員】 今年 3 月の質問の時

には、まだ国営ラオス航空そのものの経営

難ということで、ボールは向こうにあると

いうことでありますけれども、その後、人

事が一掃されて新しい体制になって、そし

て出た方針は、福岡発着ということであり

ますね。私も過去において、どうしても私

自身の愛郷心から、長崎空港をその直行便

に絡めることができないかということで模



索もしたわけであります。当時、福岡とい

うのは発着の枠も非常に多くて、なかなか

難しいんじゃないかということもあったり

して、期待をしたんですけれども、福岡発

着ということで話が進んでいるということ

でありますから、いずれにしても、同じ九

州から直行便が出るということであれば、

これはぜひそこを応援したいなと、こう思

うわけであります。それで、実は、ラオス

という国は、まだ人口は少ないんですけれ

ども、メコン川という大きな川が流れてい

まして、対岸はタイなんです。ラオスの対

岸のタイ東北部のイサーン地区というの

は、そこだけで 2,224 万人の人口があるわ

けでありまして、そこから 40～50 万人の

人々が日本に旅行に来るかもしれないとい

うようなデータも私は聞いたことがあるん

です。そういった時に、ラオスを含めて対

岸のイサーン地区の人たちが、将来就航す

るだろうと思われる福岡発着の便に乗って

40～50 万の人たちが福岡に来れば、その

人たちを長崎県として誘い込みといいます

か、とりにいかざるを得ないというふうに

思っています。だから、そういう戦略に早

くシフトをしていっていただきたいと思う

んですけれども、そこらあたりの現状はど

うなっていますか。 

【田代秀則文化観光国際部政策監】 ご指

摘のとおり、仮に、ビエンチャン～福岡路

線が開設をしました場合、福岡からの入り

込み、九州北部を周遊する、今、議員ご指

摘のタイの東北部、それからラオスからの

観光客の増加が一定期待できるというふう

に考えております。その際は、本県の観光

の魅力を県単独でアピールするのではなく

て、近隣の県と連携をいたしまして、広域

的な観光プロモーションを積極的に展開す

ることで、インバウンドのさらなる誘客に

つなげてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

【大久保潔重議員】 恐らく、福岡側も、

これは福岡・ラオス友好協会というのはバ

ックは福岡貿易会なんですけれども、九経

連もありますけれども、タイのイサーン地

区からの観光客を誘致となれば、恐らく、

大きく観光プロモーションを打ち出してく

ると思うんです。熊本は非常に積極的だと

いう話も聞いておりますので、福岡を中心

として九州北部で観光プロモーション、あ

るいは九州知事会あたりにそんな提言が出

て、「やるぞ」という時には、ぜひ情報を

しっかり収集していただいて、乗り遅れな

いように、我が長崎県がしっかり観光プロ

モーションに加担をしていただきたいとい

うことを要望させていただきたいと思いま

す。 

 ③特に欧米からのインバウンド。 

 全国的に今、日本を訪れる外国人の観光

客は非常に増えております。本県も、東ア

ジアを中心に順調に増加をしておりますけ

れども、先ほど言いますような交流人口の

拡大を図るうえでは、まだまだ外国人観光

客の取り込みが弱いのではないかというふ

うに思っております。東アジアのみなら

ず、欧米からの誘客を推進する必要がある

と思いますが、県の考えについて、お尋ね

したいと思います。 

【田代秀則文化観光国際部政策監】 欧米

からの訪日客は、滞在日数が長い傾向があ

るため、誘客に当たりましては、九州各県

との連携による広域周遊を促す視点が重要

と考えております。そのため、今年 7 月に



は、フランス・パリで開催をされました

「ジャパン・エキスポ」に九州 7 県合同で

ブースを出展いたしまして、九州の魅力の

発信を行ったところでございます。また、

来年開催されるラグビーワールドカップで

も、欧米からも多くの観戦客や大会関係者

等が九州に来訪することが期待をされてい

ることから、その機を捉えまして、九州各

県が連携した観光プロモーションを熊本市

において開催する予定でございます。今後

も、九州各県との連携を深め、欧米からの

インバウンド拡大を図ってまいります。 

【大久保潔重議員】 2020 年は東京オリ

ンピックですけれども、その前の年、来

年、ラグビーのワールドカップが、九州と

いうのは一つの大きな突破口になるのでは

ないかと思います。ラグビーのファンとい

うのは欧米の方が多いので、それをきっか

けに呼んでいただいて、気に入っていただ

いて、長期滞在をしていただくと。私の経

験から言いますと、欧米の方というのは意

外とへんぴなところといいますか、東南ア

ジアやアフリカに行きましても、日本人が

余り行かないようなところに、むしろ欧米

の方が来られて、そして日本で言うところ

の古い空き家を長期で借りて、中長期で滞

在をしているというような状況が多いわけ

でありまして、そういうことを考えます

と、我が長崎県における離島・半島や中山

間地というのは、これは弱みじゃなくて、

欧米人にとっては魅力的な場所として、む

しろ、強みになるのではないかと、このよ

うに考えるわけであります。ぜひ、県内地

域へ率先して欧米人を誘客する必要がある

と思います。何か取組事例がありましたか

ら、ご紹介していただきたいと思います。 

【田代秀則文化観光国際部政策監】 欧米

からの旅行者は、アジアからの旅行者と比

較をいたしまして、日本の歴史文化や日常

生活への興味が高く、本県でも、小値賀町

の古民家であるとか、東彼杵町の茶畑等で

の特別な体験を楽しむ事例も増えていると

ころでございます。今後も、市町や関係団

体等との連携を図り、昔ながらの風景や

人々の営みが色濃く残る離島・半島地域や

中山間地におきまして、欧米人にとって魅

力のある観光素材を発掘し、誘客につなげ

てまいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 今、県内の実例のご

紹介がありました。日本の文化に興味を持

っている欧米人というのは非常に多くて、

まさに日本の誇る武士道精神とか、日本人

の永久普遍的な倫理観、道徳観というのは

世界でも認められている価値でありまし

て、そういったところをぜひあわせて強調

していただいて、取り込みをしていただき

たいというふうに思います。 

 (2) スポーツ振興と地域活性化。 

 ①スポーツコミッション実績と成果につ

いて。 

 先ほど、ラグビーの話がありましたけれ

ども、スポーツを通した交流人口拡大に

は、県外からのスポーツ合宿、大会誘致な

どが必要であります。これらの役割を担う

組織として、平成 28 年 3 月に、長崎県に

スポーツコミッションが設置をされまし

た。あれから 2 年、「長崎県スポーツコミ

ッション」の実績と成果について、お聞き

したいと思います。 

【柿本敏晶企画振興部長】 「長崎県スポ

ーツコミッション」ですけれども、長崎国

体で蓄積された各種競技運営のノウハウや



整備されたスポーツ施設を活用いたしまし

て、市町や競技団体等の意向を踏まえなが

ら、九州大会以上の大規模大会や大学、社

会人、実業団、プロチームの強化合宿を対

象として誘致活動を実施いたしておりま

す。主な実績としましては、長崎市での全

日本ボクシング選手権大会及び西日本学生

ソフトテニス選手権大会、諫早市での日本

ペタンク選手権大会をはじめ、東京オリン

ピックの海外ナショナルチームのキャンプ

や大村市での日本女子バスケットボールリ

ーグ全チームの合同合宿、五島市での実業

団女子陸上競技部合宿などがございます。

また、かねてから県ボート協会のご協力の

もと、諫早市の本明川下流域におけるボー

ト競技の合宿誘致を行ってきたところでご

ざいますが、12 月 2 日に「日本ボート協

会」の視察を受け、日本代表チームの強化

合宿候補地として検討をいただくこととな

りました。県としましては、今後とも、県

スポーツコミッションを中心に、より大規

模な大会やトップチームの合宿を誘致いた

しまして、スポーツツーリズムの推進によ

る地域活性化に取り組んでまいりたいと考

えております。 

【大久保潔重議員】 長崎県スポーツコミ

ッション、非常に積極的に頑張られている

なという感じがします。私自身は個人的

に、ボクシングをしておりましたから、こ

の社会人の大会が今年の年末に長崎市であ

るということでありますから、ぜひ皆さ

ん、見に行かれてみてください。それと、

今、非常にトピックスがありました。12

月 2 日というのは昨日ですね。ボートのナ

ショナルチームが視察をされたということ

であります。これは新年度でも、ナショナ

ルチームの合宿に諫早の本明川、すばらし

い環境での合宿というのをぜひ誘致してい

ただきたいと思います。私も過去に、実

は、スポーツのビッグイベントということ

で、長崎県では実施されていない日本陸連

公認のマラソン大会ということでたびたび

質問をしてまいりました。これは 7 団体で

構成する発起人会が本年 1 月に立ち上がっ

て、そこに行政機関や各業界、地域団体が

加わった実行委員会の設立に向け、今、話

が進んでいるというところでありますの

で、その際には、ぜひご支援を賜りたいと

いうふうに思います。我々が提言をしたフ

ルマラソンも、想定するコースというの

は、県立陸上競技場（トランスコスモスス

タジアム）をスタート・ゴールにする、そ

して諫早湾干拓の堤防道路約 8 キロメート

ルを走るというコースであります。この堤

防道路も、まさに諫早湾干拓事業で得られ

た県民の皆さんの貴重な財産であります。 

 ②オリンピック・パラリンピックボート

競技出場国の事前キャンプの誘致につい

て。 

 先ほどのボートの練習場。まさに本明川

の下流域というのは、広大な面積、そして

静穏な波静かな場所であって、川幅が広い

ところで 180 メートル、直線距離でマック

ス 4,000 メートルということですから、日

本全国探しても、こんなボートに適した環

境はありませんので、ぜひ、そこを活かし

ていただきたいと思います。実際昨日、視

察に来られたということでありますけれど

も、ここで一つの提案です。2020 年、東

京オリンピック・パラリンピックのボート

の出場国はまだ決まっていません。いずれ

出場国が決まると思うんですけれども、ボ



ートの出場国が決まった際に、事前キャン

プに、ぜひ諫早の本明川に誘致をしていた

だきたいと思いますけれども、その辺のご

見解をお伺いしたいと思います。 

【柿本敏晶企画振興部長】 オリンピッ

ク・パラリンピックの海外チームのキャン

プ誘致につきましては、市町の受け入れ意

思や各競技団体の意向も踏まえながら、本

県とのゆかりの深い国や今後交流が期待さ

れる国などをターゲットにしながら、競技

種目や受け入れ施設の能力などを考慮した

上で進めているところでございます。今

回、本明川下流域にてボート競技の日本代

表チームの強化合宿が実施されることとな

って、トップレベルチームの誘致も可能と

いうことになってまいりますと、この施設

が海外チームのキャンプ地としても活用が

できることというふうになってまいります

ので、今後、地元の諫早市並びに県ボート

協会の意向を踏まえたうえで、誘致の可能

性を協議、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

【大久保潔重議員】 私も、今日の議会の

議論を経て、もちろん地元の諫早市に対し

てもご報告と同時に、今の投げかけをさせ

ていただきたいというふうに思います。本

明川の下流域で今、高校生も練習していま

すけれども、長崎県の企業でありますチョ

ープロさんが練習をしております。先般、

全国選手権でチョープロのボート部が優勝

しました。わずか創部 3 年で全国一になっ

たということは、まさに、あそこの練習会

場がどこよりも適しているという優位性を

証明したのではないかというふうに思って

おります。そこらあたりも強調していただ

いて、県としても、諫早市と協議をしなが

ら、ぜひ大いなる取組を進めていただきた

いと思います。それから、今は水上のスポ

ーツの話をしましたけれども、あの近くに

諫早市高来町深海地区があって、そこの自

然干陸地というのは非常に広大でありまし

て、つい一月ほど前は、300 万本のコスモ

スまつりということでにぎわっておりまし

たけれども、そこにも実は、国で管理して

いる河川国道事務所の方で土砂を置いて、

こぶをつくって、全長 2 キロメートルぐら

いのいわゆるクロスカントリーのコースを

つくろうというふうにしております。これ

は何で私がここで言うかといいますと、ク

ロスカントリーのコースがあれば、全長 2

キロメートルというのは、恐らく、長崎県

にはありません、九州でも少ないと思いま

す。クロスカントリーのコースで練習をす

るというのは、ありとあらゆるスポーツの

練習場に向くんです。先般、マラソンで日

本の記録をつくった「半端ないって」の大

迫選手も、アフリカ勢に太刀打ちするため

に、あの独特の走法をトレーニングしたわ

けです。彼は、まさに鍛えているのは、ク

ロスカントリーのコースでトレーニングを

しているんです。そういう意味では、あり

とあらゆるスポーツに適しているというこ

と、ありとあらゆるスポーツの練習、合宿

の会場として使える可能性があるというこ

とで、ぜひ県としても注目をしていただい

て、必要なご支援はしていただきたいとい

うふうに思っております。 

 3、地域振興について。 

 (1) 産業振興。 

 ①イノベーション。 

 新たな時代の変化の中で、地域の主力と

なり得る新たな基幹産業を育成することは



重要であります。私の地元諫早市におい

て、半導体大手や航空機メンテナンスの会

社など、活躍の企業があることは非常に喜

ばしいと思います。そして、県の考える今

後の成長産業分野、この支援をまさに私も

期待をしながら応援していきたいというふ

うに思っております。一方で、実は、リー

マンショック後、日本は先進国の中で、唯

一ＧＤＰが非常に縮小したと言われており

ます。それはなぜかというと、アメリカも

中国もリーマンショック後、ＧＤＰは伸び

ているのに、日本が下がったということ

は、これはやっぱり我が国の産業構造の転

換が遅れていると、このような指摘がなさ

れているわけであります。まさに世界がＩ

Ｔとか、ハイテク、金融といった第 4 次産

業革命の変革期を迎える中で、特に、我が

県は中小企業が多いですから、我が県の中

小企業がこの流れに乗り遅れることなく対

応できるのかどうか、その支援を県として

もしっかりなされているのかどうかという

ような危機感を持っているわけでありまし

て、新たな時代の流れに対応できる県内企

業のイノベーションを推進しなければいけ

ませんけれども、その今後の市場拡大が見

込まれる分野における県の育成・取り組み

状況について、お尋ねをいたしたいと思い

ます。 

【平田修三産業労働部長】 ロボットやＡ

Ｉ、ＩｏＴなどの先端技術を活用しまして

生産性向上や新サービスの創出等を図るこ

とを目的としまして、「長崎県次世代情報

産業クラスター協議会」を設立し、幅広い

産業の分野から事業者の参画を促しなが

ら、取組を進めているところでございま

す。このような先端技術をものづくりや農

業、福祉などのさまざまな現場に導入をし

て課題の解決や生産性向上を図るため、そ

ういう技術を活用してシステム構築を行う

専門人材の育成に長崎大学などと連携をし

て取り組んでいるところでございます。さ

らに、技術を有する企業同士の連携体制を

構築することなどにより、企画提案型のビ

ジネスへの展開を図るとともに、先端技術

を活用した新たなサービスの創出にも取り

組んでまいります。 

【大久保潔重議員】 クラスター協議会

も、今まで、海洋クラスター形成推進協議

会というものがありましたけれども、今度

は次世代情報産業クラスターということ

で、非常に注目をしております。それか

ら、次世代を見据えたスタートアップにつ

いては、今、県の取組はいかがでございま

しょうか。 

【平田修三産業労働部長】 スタートアッ

プを支援するための拠点を長崎市の出島交

流会館内に整備をすることとしておりまし

て、来年 3 月に開設をする予定でございま

す。この拠点では、県内外から有望なビジ

ネスモデルを持った人材が集まり、革新的

なサービスを創出することを期待している

ところであり、事務代行や専門家派遣な

ど、事業に専念できる支援制度を用意して

おります。また、交流会やセミナー、相談

会等の開催により、スタートアップや県内

企業、大学、金融機関などさまざまな人材

が交流し、アイデアや技術を高めあうこと

で、新たなサービスの創出や技術革新につ

なげていきたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 いよいよスタートア

ップの拠点が来年 3 月にスタートする、産

声を挙げるということでありますから、ぜ



ひ頑張っていただきたいと思います。他県

とするとちょっと遅いのかなという感じが

しますし、それから銀行の合併によって、

県内の企業で東証一部上場というのがひょ

っとしたら将来、1 社もなくなるかもしれ

ないですね。そういうことを考えると、早

く手をつけて、早く育成をして、やっぱり

県内から次世代をリードするような地場の

産業をつくるために努力をしていただきた

いと思います。 

 ②工業団地造成にかかる環境アセスメン

トの考え方について。 

 産業の振興には、受け皿となるべき工業

団地が必要であります。私の地元県央地域

は、もう既に多くの企業立地が見られ、工

業出荷も伸び、諫早市として、現在も小栗

地区に内陸型の新たな南諫早産業団地を造

成しているところであります。しかし、聞

いたところによりますと、当初の構想より

は小さい 20 ヘクタールで現在、整備が進

められているといいます。長崎県環境影響

評価条例によりますと、30 ヘクタール以

上の工業団地造成では環境アセスメントの

対象になるということで、この環境アセス

メントの規模要件が、ひょっとしたら産業

振興のネックになっているのではないか

と、そういう声も聞くわけでありますけれ

ども、工業団地造成にかかる環境アセスメ

ントの考えについて、お示しいただきたい

と思います。 

【宮崎浩善環境部長】 県におきまして

は、事業にかかる環境の保全につきまし

て、適正な配慮がなされることを確保する

ために、法対象外の事業につきましても、

環境影響評価条例に基づきまして、環境ア

セスメントの実施を求めているところでご

ざいます。そのような中、平成 26 年 3 月

に、環境アセスメントの迅速化を図るため

条例を改正し、アセスの要、不要を事前に

判定する制度を導入したところでございま

す。また、対象地域におけます大気、水

質、動植物などの自然環境の情報を収集

し、公表することによりまして、事業者の

負担軽減を図っているところでございま

す。 

【大久保潔重議員】 そもそも工業団地造

成の 30 ヘクタールというのは、他県から

比べますと非常に高いハードルで、これは

もちろん環境の分野からすれば、長崎県の

地理、地形を考えると、それぐらい厳しく

しなければいけないというのはわかります

が、県内においても、それぞれの地域の特

性というのがありまして、特に、県央地域

というのは、先ほども言いましたように、

もう既に実績が上がって、そして新たな団

地を造成しても、すぐ引きあいがあって、

すぐ埋まるというような状況であります。 

 そういったところに、むしろ環境アセス

がブレーキをかけて、産業振興を抑制する

かのようなことは避けていただきたいと思

いますので、ぜひ地域特性に応じた対応と

いうのを機動的に協議をしていただきたい

というふうに思っております。 

 (2) 交通網について。 

 ①道路（地域高規格） 

 九州新幹線西九州ルートについては、明

後日の特別委員会の八江委員長の質問にお

譲りしたいと思います。道路について、1

点お尋ねしたいと思います。県央地域と県

南地域を結ぶ道路について、これは県央地

域から県南の島原半島、地域高規格島原道

路につながるところを申し上げております



けれども、国道 57 号の諫早市森山町の森

山拡幅と言われるところの結節点である諫

早市の尾崎交差点、それから諫早市の諫早

外環状線、今、工事をして、栗面から長野

インターということでやっていますが、長

い島原道路と諫早外環状線を見た時に、長

野インターから尾崎交差点までの約 2 キロ

メートルがどうもミッシングリンクになっ

ているのではないかという気がするんです

けれども、その今後の見通しについて、お

示ししていただきたいと思います。 

【岩見洋一土木部長】 島原道路は、地域

間の交流と連携を図り、産業振興や地域活

性化を目指すうえで極めて重要な道路であ

り、これまで、全体約 50 キロメートルの

うちの約 4 割弱を供用しており、現在、国

で 1 工区、県で 4 工区の整備を進めており

ます。一方、未着手区間のうち、ご質問の

ございました尾崎交差点から長野インター

間の約 2 キロメートルについては、国にお

いて、平成 21 年度までに現道の 4 車線化

が図られており、当面、ネットワークの一

部として活用するものと考えております。

しかしながら、高速性や定時性の観点か

ら、当区間の将来のあり方について、今

後、事業中区間の進捗状況や未着手区間の

動向なども注視しながら、国と協議を行っ

てまいりたいと考えております。 

【大久保潔重議員】 今までの経緯の中

で、そのようになっているんでしょうけれ

ども、諫早の貝津の交差点で降りて、これ

が全部工事が進めば、長野インターまでは

高規格で行くんですよね。ところが、長野

インターから尾崎交差点までは一般国道に

降りて、それを拡幅という名目で事業はさ

れていますけれども、その 2 キロメートル

の間に信号が 8 つあるわけでありまして、

また尾崎交差点からは、森山拡幅で国直轄

でやっていて、吾妻まで行っています。こ

れはいずれ島原深江まで行くでしょうか

ら、そういう意味では、まさにこの 2 キロ

メートルがすぽっと落ちている状況でし

て、特に、土木部長は国から来られていま

すから、あそこの地域は国直轄であります

から、ミッシングリンクというのは、信号

が 8 つもあるというのは、高規格、この道

路の意義が薄れますので、しっかりと国に

投げかけていただきたいと思います。 

 4、健康長寿について。 

 (1) 地域包括ケア。 

 ①フレイル対策。 

 日本老年医学会の 5 カ年計画には、まさ

にフレイル予防対策、認知症予防対策、在

宅医療の推進などが大きな柱で掲げてあり

ます。高齢者の状況を考えた時に、健康な

状況から少し虚弱、いわゆるフレイルな状

態、さらには要支援、要介護という段階が

あるわけでありますけれども、介護予防の

観点から、虚弱対策、いわゆる長崎県のフ

レイル対策について、取組はいかがされて

いるのか、お尋ねをしたいと思います。 

【沢水清明福祉保健部長】 高齢者が住み

慣れた地域で暮らし続けるためには、健康

づくりや介護予防に取り組み、元気な高齢

者を増やし、虚弱にならない対策を進めて

いくことが重要であると考えております。

県としましては、高齢者の趣味活動や体

操、レクリエーションなどを行う通いの場

が、高齢者の生きがいづくりや介護予防に

有効であり、フレイル対策にも寄与するも

のと考えております。このため、市町に対

しましては、高齢者が歩いて通える範囲で



計画的に通いの場を創設するよう働きかけ

るとともに、その立ち上げを支援するため

のアドバイザー派遣や認知症予防に効果の

ある体操等を普及するサロンリーダーの養

成等を行っているところでございます。し

かしながら、議員ご指摘のとおり、フレイ

ル対策については、さらに取組を強化して

いく必要がありますことから、他県の先進

事例等を参考にしながら、必要な対策につ

いて検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

【大久保潔重議員】 今、このフレイル対

策というのは、まさにオールジャパンの大

きなキーワードになっているのではないか

なと思います。エビデンスもしっかりとあ

るわけでありまして、「筋肉貯金」、こう

いう言葉もあります。お金の貯金も大事で

すけれども、筋肉を貯金して虚弱にならな

い、フレイルを予防していこうという、そ

のために歩いたり、走ったり、筋肉トレー

ニングをやったりとかして、元気な高齢者

に頑張っていただくというような、ぜひ県

として、しっかり取り組んでいただきたい

と思います。 

 ②認知症対策。 

 先ほど、部長からありましたけれども、

認知症対策ということでありました。今、

長崎県は、「長崎県版評価シート」という

ものをつくって、各県内の市町に地域包括

ケアが進んでいるかどうかというのを自己

評価させておりますが、その中で、特に、

医療、生活支援、見守り分野で高齢者の認

知症対策、その評価、それから県の認知症

対策に対する支援体制といったところをお

聞きしたいと思います。 

【沢水清明福祉保健部長】 市町におきま

しては、認知症の初期対応を担う認知症初

期集中支援チームや地域の医療機関等との

連携などを図る「認知症地域支援推進員」

の配置が本年 5 月末までに完了し、地域の

支援体制の充実強化を推進しております。

また、県では、二次医療圏に 1 カ所以上整

備することを目標としておりました「認知

症疾患医療センター」を本年 10 月末まで

に全ての二次医療圏域において設置をし、

認知症医療体制の整備を進めているところ

でございます。また、本年 4 月に、「長崎

県認知症サポートセンター」を設立し、認

知症の人やその家族からの相談に対応する

窓口の設置や認知症介護従事者に対する研

修、若年性認知症支援コーディネーターの

配置等を実施しているところでございま

す。 

【大久保潔重議員】 認知症疾患医療セン

ターが全ての県内の二次医療圏に整備をさ

れたということであります。それから、今

言われました若年性の認知症が潜在的にど

れぐらい県内にいるのかどうかというの

も、国においてもデータがあるんでしょう

けれども、ここらあたりの実態調査を今

後、県としてやっていかれるのかどうか、

お尋ねしたいと思います。 

【沢水清明福祉保健部長】 議員ご指摘の

とおり、本県における若年性認知症の実態

調査が必要であると考えておりまして、現

在、県内の全医療機関に対して、若年性認

知症の人の数を把握するための実態調査を

実施しているところでございます。今後、

二次調査として、協力者に対し、生活実

態、ニーズや困りごと、各種制度の利用状



況等の具体的な調査を実施することとして

おります。 

【大久保潔重議員】 終わります。 


